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地域管理経営計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林

野の管理経営に関する法律（昭和26年6月23日法律246号）第6条及び国有林野管理経営規程（平

成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第6条第8項に基づき、変更するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成２５年４月１日より生じる。

１．現行計画（平成２２年３月策定、平成２４年３月変更、計画期間：平成２２年４月１日～

平成２７年３月３１日）の変更内容

（１）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（１）国有林野の管理経営の基

本方針」の「①森林計画区の概況 ②国有林野の管理経営の現状 ③持続可能な森林経営

の実施方向 ④政策課題への対応」を上記理由により変更する。

（２）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（２）機能類型に応じた管理経

営に関する事項」の「説明 ①山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災

害防止タイプに関する事項 ②自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タ

イプに関する事項 ③森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タ

イプに関する事項 ④快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タ

イプに関する事項 ⑤水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関

する事項」を上記理由により変更する。

（３）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（３）森林の流域管理システム

の下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項」を上記理由により変更する。

（４）「５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の整備その他民有林の整備及び保全に関す

る事項」を上記理由により追加変更する。
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（１）国有林野の管理経営の基本方針

① 森林計画区の概況

ア 脊振山地区（57～60、69～110、121～124林班）

福岡市の南方に位置する脊振山(1,055m)を中心として東西に走る山地と中流域に位置す

る丘陵地に散在する小団地からなっており、風化しやすい花崗岩類が主体をなしている。

脊振山系の北側斜面にある壮年期の比較的急峻な地形が多い那珂川上流域及びその支流

梶原川の流域並びに室見川上流域等については、山地災害防止機能及び水源かん養機能の

発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に区分して管理

経営を行うこととする。

また、優れた自然景観を有している脊振山山頂一帯及び都市近郊の高祖山、油山等の丘

陵地等については、保健文化機能及び自然環境の保全に係る機能の発揮が期待されている

ことから「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うことと

する。

イ 三郡山地区（2～42、51～53、114～119林班）

福岡市の東方に位置する三郡山(936m)から北に走る山地と丘陵部に散在する小団地から

なっている。

三郡山地一帯は風化しやすい花崗閃緑岩であり、随所に山地災害危険地区があって、山

地災害防止機能及び水源かん養機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」

と「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、玄海国定公園に指定されるとともに、クスノキの原生林が保護林に設定されてい

る立花山、三郡山や若杉山周辺等については、自然景観に優れ、保健文化機能及び自然環

境の保全に係る機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」と「森林空間利用タ

イプ」に区分して管理経営を行うこととする。

ウ 海岸林（45～48、61～66、69、111～113林班）

クロマツを主体とした防風林等からなっており、景観に優れ大半が玄海国定公園に指定

され、海水浴や森林レクリエーションを目的とした入林者が多い。

また、能古島や地ノ島には小面積の天然林があり、魚つき保安林や航行目標保安林に指

定され、気象害防止機能のほか、保健文化機能及び自然環境の保全に係る機能の発揮が期

待されることから「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行

うこととする。
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② 国有林野の管理経営の現状

本計画区の国有林は、福岡森林管理署で管理経営しており、本計画の対象とする国有林野

面積は 7,770haで九州森林管理局管内国有林総面積の 1％を占めている。

蓄積は 1,862千ｍ３で九州森林管理局総蓄積の 1％を占めている。また、人工林面積は

3,385haで人工林率は45％となっている。

森林の種類は、普通林が 224haで 3％を占めており、制限林が 7,546haで97％となってい

る。なお、制限林の99％が保安林であり、その内水源かん養保安林が91％を占めている。

福岡森林計画区内の森林資源状況

（単位：ha、ｍ3）

区 分 人工林 天然林 その他 合計

面 積 3,385 4,183 202 7,770

蓄 積 1,071,694 789,893 - 1,861,587

③ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代とと

もに将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、住民の方々の意見を聴き、機能類型区分や

森林の適切な整備・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととする。

また、持続可能な森林経営については、日本はモントリオール・プロセスに参加してお

り、この中で森林経営の持続可能性を客観的に把握し評価するための7基準（54指標）が

示されている。本計画区の国有林野について、この基準を参考に取り組んでいる施策及び

森林の取扱方針を整理すると次のとおりとなる。
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Ⅰ 生物多 地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等

様性の保全 からなる多様な林相の森林を整備及び保全していくとともに、貴重な野生動

植物が生息・生育する森林について適切に保護・保全するほか、施業を行う

場合でも適切な配慮を行う。関連する主な施策として、厳格な保全・管理を

行う保護林のモニタリング調査等を通じた適切な保全・管理等を推進すると

ともに、原生的な天然林や里山林、渓畔林、保護樹帯等を各々の林相に応じ

適切な整備・保全を行い、森林生態系のネットワークの構築を図る。

Ⅱ 森林生 森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適

態系の生産 切な実施と伐採後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能

力の維持 の発揮と両立した木材の生産を行う。関連する主な施策として、計画、設

計、施工の各段階において森林生態系との調和を図りつつ、林道、作業道等

の適切な組合せによる路網の計画的な整備を推進する。

Ⅲ 森林生 外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病害虫や山火事

態系の健全 等から森林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。関連する

性と活力の 主な施策として、松くい虫の被害のまん延防止のため、薬剤による防除、伐

維持 倒駆除等に取り組むとともに、シカによる森林被害の状況を踏まえ、被害防

除対策を実施する。

Ⅳ 土壌及 降雨に伴う浸食等から森林を守るとともに、森林が育む水源のかん養のた

び水資源の め、山地災害により被害を受けた森林の整備、復旧や公益的機能の維持のた

保全と維持 めに必要な森林の保全を行うとともに、森林施業においても裸地化する期間

の短縮や尾根筋や沢沿いでの森林の存置を行う。関連する主な施策として、

安全・安心に暮らせる環境づくりを目指して、民有林と国有林が連携した効

果的な治山対策に取り組む。

Ⅴ 地球的 地球温暖化防止に貢献するため、吸収源となる森林を確保するため育成林

炭素循環へ の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行うほか、森林整備の円滑な

の森林の寄 推進と二酸化炭素の貯蔵庫として機能を維持するため木材利用を推進する。

与の維持 関連する主な施策として、除間伐を主体に森林整備を推進するとともに、治

山事業における間伐材等の利用促進や間伐材を使用した紙製品の普及に取り

組む。

Ⅵ 社会の 国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的

要望を満た な発揮とともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等森林と人とのふれ

す長期的・ あいの確保のためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取

多面的な社 り組む。関連する主な施策として、「レクリエーションの森」のＰＲや施設

会・経済的 整備等に努めるなど、「国民の森林」として充実を図るとともに、学校のカ

便益の維持 リキュラムへの森林環境教育の導入、「遊々の森」の設定の推進、教職員を

及び増進 対象とした森林教室の実施等、学校との連携の強化に取り組む。

Ⅶ 森林の Ⅰ～Ⅵで記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理

保全と持続 経営を行うため、国有林野に関連する法制度に基づく各計画制度の適切な運

可能な経営 用はもとより、管理経営の実施に当たっては国民の意見を聴きながら進める

のための法 とともに、モニタリング等を通じて森林資源の状況を把握する。関連する主

的、制度的 な施策として、国有林モニターを活用し、国有林野事業等に対する意見、要

及び経済的 望等を聴取するとともに、国有林野事業の運営等について国民の理解の促進

枠組 を図る。



- 4 -

④ 政策課題への対応

本計画区の国有林では、国土保全や水源かん養等の公益的機能の維持増進、森林・林業再

生に向けた取組、森林環境教育や森林とのふれあい、国民参加の森づくりの推進、地球温暖

化防止や生物多様性の保全などの政策課題に対応している。

とりわけ、森林・林業の再生に向けた取組としては、林業事業体等への計画的な事業の発

注による安定的・計画的な木材の供給、准フォレスターの活用による民有林行政支援、民有

林・国有林一体となった森林共同施業団地の設定等に取り組んでいるところである。

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、

・山地災害防止タイプ（土砂流出・崩壊防備エリア、気象害防備エリア）

・自然維持タイプ

・森林空間利用タイプ

・快適環境形成タイプ

・水源涵養タイプ

の機能類型区分を行い、各機能の発揮を目的とした管理経営を行う。

なお、地域別の森林計画における公益機能別施業森林との関係は下表の通り。

○ 機能類型と公益的機能別施業森林の関係

公益的機能別施業森林

水源涵養機 山地災害防 快適環境形 保健機能維

機能類型 能維持増進 止機能／土 成機能維持 持増進森林

森林 壌保全機能 増進森林

維持増進森

林

山地災害防 土砂流出・崩壊防備エリア ○ ○

止タイプ 気象災害防備エリア ○ ○ ○

快適環境形成タイプ ○ ○

水源涵養タイプ ○

自然維持タイプ ○ ○ ○

森林空間利用タイプ ○ ○ ○

また、機能類型区分に応じた管理経営にあたっては「管理経営の指針」（別冊）によるほ

か、次の点に留意して、個々の林分の地況、林況等の立地条件に応じて適切に行うこととす

る。なお、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持・改良等に必要な施業により生じ

る木材については、有効利用を図る。また、齢級構成の平準化・バイオマス利用等の地域ニ

ーズに応じた主伐を計画的に行うことにより木材の供給を図る。
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① 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、落石等の山地災害による人命・施設の被害の

防備その他災害に強い国土基盤の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、次の事

項に留意して、保全対象と当該森林の位置的関係、地質や地形等の地況、森林現況等を踏ま

えた適切な管理経営を行うこととする。

ア 土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深くかつ広く発達

し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって下層植生の発達が良好な森林で

あって、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備されている森林を整

備の目標とする。

イ 気象害防備エリア

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、樹高が高く下枝が密に着生してい

るなど遮蔽能力が高く、諸被害に対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林を目標

とする。

山地災害防止タイプの面積

（単位：ha）

区 分 山地災害防止タイプ うち、土砂流出・崩壊 うち、気象害防備

防備エリア エリア

面 積 2,640 2,640 -

② 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

自然維持タイプは、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資

源の保存等自然環境の保全に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、原則として自然の

推移に委ねるとともに、生物多様性の保全等に配慮した管理経営を行うこととする。

自然維持タイプの面積

（単位：ha）

区 分 自然維持タイプ うち、保護林

面 積 1,006 82
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③ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプは、スポーツ又はレクリエーション、教育文化、休養等の活動の場及

び優れた景観の提供に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの保健・文化的

利用の形態に応じた管理経営を行うこととする。

森林空間利用タイプの面積

（単位：ha）

区 分 森林空間利用タイプ うち、レクリエーションの森

面 積 348 232

④ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

快適環境形成タイプは、騒音の低減や大気の浄化、木陰の提供等による気象緩和等人間の

居住環境を良好な状態に保全する機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの機能に

応じた管理経営を行うこととする。

快適環境形成タイプの面積

（単位：ha）

区 分 快適環境形成タイプ

面 積 -

⑤ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項

水源涵養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機能を重点的に発

揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源かん養機能を高めるため、浸透・保水能

力の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発達が良好で諸被害に強い森林を整備の目標

として管理経営を行うこととする。なお、これら条件の維持できる範囲で森林資源の有効利

用に配慮するものとする。

水源涵養タイプの面積

（単位：ha）

区 分 水源涵養タイプ

面 積 3,776
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（３）森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

民有林関係者と連携して推進する森林の流域管理システムの下、森林の有する多面的機能

の持続的発揮を基本としつつ、我が国の森林・林業の再生に貢献していくため、福岡地区の

森林・林業推進協議会等の場を通じ、県・市町村等との密接な連携を図るとともに、組織・

技術力・資源を活用し、民有林経営の支援等に積極的に取り組むこととする。

また、このことを通じて、地域経済の発展や山村地域の振興に寄与するよう努めるものと

する。

① 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

林業事業体等と連携し、低コスト化を効率的な施業を展開するとともに、これに関する研

修会の開催等を通じ、民有林に対する低コストで効率的な施業の普及に努める。

② 林業事業体の育成

民有林行政と連携しつつ、林業事業体への計画的な事業の発注、安定的・計画的な木材の

供給及び林業事業体の育成に努める。さらに、流域で生産された木材の利用促進、システム

販売の推進及び木質バイオマス資源の活用に向けた木材需給情報の交換に努める。

③ 民有林と連携した施業の推進

森林共同施業団地の設定により、民有林・国有林一体となった効率的な路網の整備、計画

的な間伐の実施等に努める。

④ 森林・林業技術者等の育成

事業の発注や研修フィールドの提供等を通じて、民有林の人材育成支援に努める。

⑤ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

産官学連携の下、林業の低コスト化に向けた技術開発の推進に努める。

⑥ その他

国民の森林としての管理経営を推進する観点から、森林環境教育の推進、生物多様性の保

全に係る取組の推進（松くい虫被害対策、獣害防止ネット等設置による被害対策の実施等）、

安全・安心の取組に係る情報提供等に努める。

５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行

うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

（１）公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項

国有林に隣接・介在する民有林の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であること

等から森林所有者等による施業が行われず、当該民有林における土砂の流出等の発生が国有

林の発揮する国土保全等の機能に悪影響を及ぼすなど、国有林の公益的機能の維持増進への

支障となることが懸念される場合がある。

このような場合、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なもの

として、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活用した

施業等を民有林と一体的に行い、民有林の有する公益的機能の維持増進にも寄与するよう、

公益的機能維持増進協定制度の活用に努めることとする。

（２）国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保

全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、民有林の森林所有者等にも原則として相応

の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での一体的な森林の整備及び保全の実施に

向けた条件整備を進めることとする。





（案）

第４次国有林野施業実施計画書

（福岡森林計画区）

（第２次変更計画）

自 平成２２年４月 １日

計画期間

至 平成２７年３月３１日

（平成２５年３月変更）

九 州 森 林 管 理 局





国有林野施業実施計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林

野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第14条第2項に基づき、変更するもの

である。

なお、本変更計画の効力は、平成２５年４月１日より生じる。

１．現行計画（平成２２年３月策定、平成２４年３月変更、計画期間：平成２２年４月１日～

平成２７年３月３１日）の変更内容

（１）「２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐

採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量」の「（２）水源涵養タイプ

における施業群別面積等、（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積、（４）伐採

総量、（５）更新総量、（６）保育総量」を上記理由により変更する。

（２）「７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域」を上記理由により変更する。

（３）「８ その他必要な事項」の「（４）森林共同施業団地」を上記理由により変更する。
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２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採

量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（２）水源涵養タイプにおける施業群別面積等 （単位：ha）

施 業 群 面 積 取 扱 い の 内 容 伐期齢等

伐採箇所の縮小、分散化による スギ 40～60
スギ・ヒノキ普通伐期 382.75

皆伐新植を行う ヒノキ45～70

伐採箇所の縮小、分散化、長期化
施 ス ギ 長 伐 期 684.19 70 ～ 100

による皆伐新植を行う

ヒ ノ キ 長 伐 期 1,081.50 同 上 80 ～ 120

ア カ マ ツ 長 伐 期 62.20 同 上 80

ケ ヤ キ 長 伐 期 1.65 同 上 150

業
伐採箇所の縮小、分散化による

そ の 他 人 工 林 6.46 60上
皆伐新植を行う

保 護 樹 帯 252.79 被害木等について択伐を行う 60

伐採箇所の縮小、分散化による 短期型 80
スギ・ヒノキ複層林 156.44

複層伐を行う 長期型 100

群 伐採箇所の縮小、分散化、長期化
天 然 林 長 伐 期 783.85 100

による択伐及び皆伐を行う

伐採箇所の縮小、分散化による
天 然 林 広 葉 樹 254.25 35上

択伐及び皆伐を行う

皆伐1回目以降は、ぼう芽更新を行う
し い た け 原 木 2.81 15

施 業 群 設 定 外 11.40

合 計 3,680.29

注 スギ・ヒノキ普通伐期のスギ４０～６０年、ヒノキ４５～７０年及びスギ長伐期７０～１０
０年、ヒノキ長伐期８０～１２０年は、地域管理経営計画の経常樹立年度において逐次、それ
ぞれ６０年、７０年、１００年、１２０年伐期に移行させることを含む。
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（３）水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積

（単位：ha）

施 業 群 上限伐採面積

スギ・ヒノキ普通伐期 27

ス ギ 長 伐 期 34

ヒ ノ キ 長 伐 期 45

ア カ マ ツ 長 伐 期 3

保 護 樹 帯 21

ス ギ ・ ヒ ノ キ 複 層 林 15

天 然 林 長 伐 期 39

天 然 林 広 葉 樹 36
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（４）伐採総量

（単位：ｍ3、ha）

林 地 林

区 分 地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計 以

伐採量 外

山地災害防止タイプ 5,357 39,069 44,426

(532)

自然維持タイプ 265 2,015 2,280

(25)

森林空間利用タイプ 308 2,404 2,712

(33)

快適環境形成タイプ － － －

(－)

ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ普通伐期 17,463 13,030 30,493

水 スギ長伐期 59 40,045 40,104

源 ヒノキ長伐期 509 54,950 55,459

涵 アカマツ長伐期 － 118 118

養 ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ複層林 269 9,421 9,690

タ 天然林長伐期 78 124 202

イ しいたけ原木

プ 保護樹帯 － 79 79

計 18,378 117,767 136,145

(1,487)

合 計 24,308 161,255 185,563 9,437 195,000 － 195,000

(2,076)

年 平 均 4,862 32,251 37,113 1,887 39,000 － 39,000

(415)

注：( )は、間伐面積である。



- 4 -

（再掲）市町村別内訳 （単位：ｍ3）

林 地 林地

市 町 村 名 以外 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計

伐採量

福岡市 3,368 44,190 47,558

筑紫野市 662 12,531 13,193

宗像市 97 3,141 3,238

太宰府市 1,254 2,160 3,414

古賀市 503 5,850 6,353

福津市 78 310 388

糸島市 1,688 15,225 16,913

那珂川町 7,585 31,459 39,044

宇美町 4,258 15,573 19,831

篠栗町 2,517 12,038 14,555

須惠町 － 4,506 4,506

新宮町 － 474 474

久山町 2,298 13,798 16,096
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（５）更新総量 (単位：ha）

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計

防止ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ 利用ﾀｲﾌﾟ 形成ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ

単 層 林

人 造 成 8.36 － － － 42.13 50.49

工

造 複 層 林

林 造 成 － － － － － －

計 8.36 － － － 42.13 50.49

天然下種

第 １ 類 18.74 2.67 1.12 － 5.44 27.97

天

然 天然下種

更 第 ２ 類 － － － － － －

新

ぼ う 芽 － － － － － －

計 18.74 2.67 1.12 － 5.44 27.97

合 計 27.10 2.67 1.12 － 47.57 78.46

（６）保育総量 (単位：ha）

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計

防止ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ 利用ﾀｲﾌﾟ 形成ﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ

下 刈 32.49 3.18 4.77 － 100.84 141.28

保 つる切 － － 2.23 － 4.49 6.72

除 伐 － － 2.10 － 8.16 10.26

育 枝 打 － － － － － －

ぼう芽整理 － － － － － －

計 32.49 3.18 9.10 － 113.49 158.26

７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域

名 称 区 域 面 積 森林施業 林道の 設定年及び 備考

(林小班) (ha) の種類 開設等 有効期間

該当なし 民

国
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８ その他必要な事項

（４）森林共同施業団地

名 称 対象地 面積 連携した施業の内容 備 考
(林小班) (ha)

該当なし 民

国


